尼崎市シェアサイクル事業プロポーザル募集要項

１　事業の目的
尼崎市でのシェアサイクル事業は、社会実験、実証実験を経て令和３年度より本格実施している。現在、本事業を本格実施した当初と比較して、利用回数、サイクルポート数、自転車台数すべてにおいて大幅に増加しており、市民等の移動の手段として大きく寄与している。
また、尼崎市総合交通計画でもシェアサイクルの必要性が明記されていることからも、引き続き本市においてシェアサイクル事業を実施する必要があるため、当事業を運営できる事業者を公募する。　　

２　事業概要
（１）事業名
尼崎市シェアサイクル事業
（２）事業内容
「尼崎市シェアサイクル事業仕様書」のとおり
（３）実施期間
令和8年４月１日から令和13年３月３１日まで（5年間）
（４）実施エリア
尼崎市域全域　※部分的なエリアのみでの事業実施は不可とする。

３　候補者の選定方法及び評価項目
（１）選定方法及び結果の通知
ア　本市が設置する選定委員会において、提出書類及びプレゼンテーションの内容を評価項目ごとに精査・評価の上、合計点数が最も高い一者を「尼崎市シェアサイクル事業協定締結候補者」として選定する。ただし、合計点数が選定委員会が定める基準点（合計点数1,000点満点（選定委員１人あたり200点満点×5名）の約６割である600点）を下回った場合は候補者として選定せず、審査の結果、いずれの提案者も合計基準点を下回った場合は、再度募集及び選定を行う場合がある。
イ　提案者が一者の場合もアと同様の選定を行い、候補者として選定する。
ウ　合計点数が同点となる提案があった場合は、選定委員会にて委員の投票により一者を候補者として選定する。
エ　選定の結果は、選定後速やかに全ての提案者にメールにて通知するとともに本市ホームページで公表する。なお、この通知は、選定結果及び選定候補者の事実を通知するものであり、本事業の協定締結者（後掲）を決定するものではない。
（２）評価項目
基本方針等、運営実績等、自転車・サイクルポート、利便性、安全管理等及びその他の項目について評価する。詳細は別紙「尼崎市シェアサイクル事業　評価項目」参照。

４　協定の締結
選定された候補者は、本市と本事業の内容に係る協議を行い、内容を確定させた上で速やかに本事業に関する協定を締結する。なお、選定された候補者が、協定締結までに以下の事由のいずれかに該当した場合、また、協定の締結を辞退した場合には、本市はその選定を取り消し、協定を締結しないことができるものとする。その場合、次点の提案者を候補者とする。
（１）参加資格（後掲）に該当しないとき。
（２）提出した書類に虚偽の記載があったとき。
（３）正当な理由がなく、協定の締結に応じないとき。
（４）財務状況の悪化等により、業務の履行に支障が生じると判断されるとき。
（５）信用の著しい損失等により、事業者として適切ではないと判断されるとき。
（６）その他、市長により、協定の締結が適当でないと判断されるとき。

５　参加資格
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する場合の他、以下に定める場合は企画提案参加申込を行うことができないものとする。
（１）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない場合。
（２）当該業務の企画提案書の提出期限の日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した場合。
（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした場合で同法に基づく裁判所による更生手続開始決定がなされていない場合。
（４）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした場合で同法に基づく裁判所による再生計画認可決定がなされていない場合。
（５）国税、都道府県税、市区町村税を滞納している事業者である場合。
（６）法令等に違反している場合。
（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同法同条第６号に規定する暴力団員、尼崎市暴力団排除条例（平成２５年条例第１３号）第２条第７号に規定する暴力団密接関係者である場合。また、それらの利益となる活動を行う事業者である場合。
※業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記（１）～（７）のいずれかに該当する者をその受託者としないこと。
※共同企業体として参加する場合は、構成員においても上記参加資格を満たすこと。

６　留意事項
（1）今回の企画提案参加に要する費用は提案者の負担とする。
（2）提出書類は返却しない。
（3）提出書類の受付期限以降の変更、修正、差替え又は再提出は認めない。（本市が補正等を求める場合は除く。）
（4）同一の提案者からの複数の企画提案の提出は不可とする。
（5）本市は、選定された候補者と本事業の内容に係る協議を行うものとし、提案内容等について修正を依頼する場合がある。
（6）参加資格要件に該当しないことが判明した場合は失格となる。
（7）業務の一部について、第三者に委託する際は、事前に本市の承諾を受けることとする。
（8）提出書類は、必要に応じて外部に開示される場合がある。また、提出書類は、尼崎市情報公開条例（平成１６年条例第４７号）の規定に基づき開示請求されたときは、公にすることにより当該法人または個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除き、開示の対象とする。
（９）参加事業者は、応募をもって本募集要項に記載の全てのことに承諾したものとする。

７　スケジュール　
（１）募集要項等の公表日		令和7年１２月26日（金）
（２）参加意向申出書の受付期限	令和8年１月16日（金）午後５時
（３）質問書の受付期限		令和8年１月16日（金）午後５時
（４）質問書の回答期限		令和8年１月22日（木）
（５）企画提案書等の受付期限	令和8年１月26日（月）午後５時
（６）プレゼンテ―ション		令和8年2月2日（月）
（７）選定結果通知		令和8年２月中旬

８　参加手続き
（１）各種様式等の提出先
尼崎市危機管理安全局危機管理安全部生活安全課
住所：〒６６０－８５０１　兵庫県尼崎市東七松町１丁目２３番１号
電話番号：０６-６４８９-６５０２
FAX番号：06-6489-6686
E-mail：ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp
（２）募集要項等の公表日
ア　日時　令和7年１２月26日（金）
イ　場所　本市ホームページ
（３）参加意向申出書の受付
ア　受付期間　令和7年１２月26日（金）から令和8年１月16日（金）午後5時まで
イ　受付方法　持参・郵送（期限内必着）・電子メールでの送付のいずれか。電子メールの送信後、申出者から本市担当者へ電話にて着信確認を行うこと。（持参・電話の受付は平日の午前９時から午後５時まで）
ウ　電子メールで提出の際は、本市が受信できるメールアドレスの容量が6.0MBまでであること及びオンラインストレージが使用できないことに留意すること。また不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、不正プログラムが混入することがないよう、適切に対処すること。
エ　提出書類
	
	内容
	部数

	１
	尼崎市シェアサイクル事業参加意向申出書（様式第１号）
	１部（会社印を押印）

	2
	会社概要（様式自由）
	１部



（４）質問書の受付、回答
ア　受付期間　令和7年１２月26日（金）午前９時から令和8年１月16日（金）午後５時まで
イ　受付方法　「尼崎市シェアサイクル事業に関する質問書（様式２）」に記入のうえ、本市生活安全課に電子メールにて提出。電子メールの送信後、質問者から本市担当者へ電話にて着信確認を行うこと。（電話については、平日の午前９時から午後５時まで）
ウ　電子メールで提出の際は、本市が受信できるメールアドレスの容量が6.0MBまでであること及びオンラインストレージが使用できないことに留意すること。また不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、不正プログラムが混入することがないよう、適切に対処すること。
エ　回答方法　令和8年１月22日（木）までに本市ホームページ上に回答を掲載。
（５）企画提案書等の受付
ア　受付期間　令和7年１２月26日（金）から令和8年１月26日（月）
土曜、日曜及び祝日を除く午前９時から午後５時まで（持参の場合、正午から午後１時までは除く）
イ　受付方法　以下の提出書類を本市生活安全課に持参または郵送（簡易書留郵便）。ただし、郵送の場合も受付期限までに必着。書式はＡ４版縦型を原則とする。複数の法人等により共同事業体で応募する場合は、3・4・5の書類について構成団体ごとに提出すること。
ウ　提出書類
	
	内容
	部数

	１
	尼崎市シェアサイクル事業企画提案書（様式第３号）
	原本１部（会社印を押印）、コピー１０部

	２
	尼崎市シェアサイクル事業計画書（様式第４号）
	原本１部、コピー１０部

	３
	法人の登記事項証明書
	原本１部、コピー１０部

	４
	国税、都道府県税及び市区町村税を滞納していないことの証明書
	原本１部、コピー１０部

	５
	法人等の直近３か年の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに相当するもの（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類）
	原本１部、コピー１０部


エ　選定対象からの除外
以下に定める場合は、選定の対象から除外する。
①定められた受付期間内に提出書類を提出していない場合。
②提出書類に虚偽の記載や重要な誤脱があった場合。
③選定の公平を害する行為があった場合。
④その他、企画提案に当たり著しく信義に反する行為があった場合。
（６）プレゼンテーション
ア　日時　令和8年2月2日（月）
イ　場所　尼崎市役所本庁中館８階　８－２会議室
ウ　注意事項
・プレゼンテ―ションの詳細については、後日通知する。
・提出書類に基づきプレゼンテーションを行うこととし、未提出の書類は使用しないこと。
・各提案者のプレゼンテーション時間は、２０分以内とする（質疑応答を除く）。
・プレゼンテーションには、紙資料のほか、モニターを使用することができる。
・プレゼンテ―ションでは、本市でモニター及びHDMIケーブル（プラグ）を用意するが、ノートパソコン等の機器が必要な場合は、会場に持参すること。また、プレゼンテ―ション会場は、インターネット接続環境がないため、インターネットを利用したプレゼンテーションを希望する提案者については、必要な機器等を準備し会場に持参すること。（ただし、プレゼンテーション会場にＬＡＮポートはない。）
・説明は、本事業全体を統括する統括責任者が行うこと。説明者が本事業の中心となる担当者かどうか確認を取ることもあるので留意すること。ただし、体調不良等やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
・プレゼンテーション審査時に本市からの質疑を受け、提案者が回答した事項については、原則として協定内容に反映する。
・選定内容に係る質問や異議は、一切受け付けない。
（７）選定結果通知
ア　日時　令和8年２月中旬
イ　方法　選定後速やかに全ての提案者にメールにて通知するとともに本市ホームページで公表する。

９　その他の留意事項
（１）本事業開始後、協定締結者の責に帰すべき事由により本事業の継続が困難となった場合には、本市は協定を解除できるものとする。この場合、本市に生じた損害は協定締結者が賠償するものとする。
（２）本事業開始後、今後の社会情勢や財政状況の変化、その他不可抗力等により、事業計画の変更または中止をする場合がある。この場合、協定締結者に対して本市は一切の責任を負わないものとする。

１０　問い合わせ先
尼崎市危機管理安全局　危機管理安全部　生活安全課
住所：〒６６０－８５０１　兵庫県尼崎市東七松町１丁目２３番１号
電話番号：０６-６４８９-６５０２
FAX番号：06-6489-6686
E-mail：ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp
以　上　　


